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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　パネルとパネルに接続されたタブとが設けられた本体を含み、タブは、前方タブ部と、
把持し傾斜させることにより、前方タブ部を用いてパネルにパネル切目線に沿う開口部を
形成するための後方タブ部とを有し、タブは構造的接続要素を介してパネルに接続され、
タブは、タブ－パネル接続部の変形により傾斜位置にあり、変形は構造的接続要素にある
、缶。
【請求項２】
　変形は、タブ－パネル接続部のタブ部にある、請求項１に記載の缶。
【請求項３】
　変形は、タブ－パネル接続部のパネル部にある、請求項１または２に記載の缶。
【請求項４】
　構造的接続要素は、パネルの一体部分である、請求項１～３のいずれかに記載の缶。
【請求項５】
　構造的接続要素は、リベットなどの別個の構造的接続要素である、請求項１～３のいず
れかに記載の缶。
【請求項６】
　後方タブ部は缶の範囲内にある、請求項１～５のいずれかに記載の缶。
【請求項７】
　後方タブ部は凹んだパネル部の上方にある、請求項１～６のいずれかに記載の缶。
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【請求項８】
　変形は、少なくとも部分的に塑性変形を含む、請求項１～７のいずれかに記載の缶。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれかに定義されたような缶用のパネル。
【請求項１０】
　請求項９に記載のパネル、または請求項１～８のいずれかに記載の缶を作るための方法
であって、
　（ｉ）パネルに構造的接続要素を介してタブを接続するステップと、
　（ii）タブを傾斜させ、それにより、タブが傾斜位置に留まるようタブ－パネル接続部
を変形させ、変形は構造的接続要素にあるステップとを含む、方法。
【請求項１１】
　傾斜させるステップii）は、引っ掛け、てこ作用、および／または螺旋回転により行な
われる、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　傾斜させるステップii）は、接着剤引張または磁気引張により行なわれる、請求項１０
または１１に記載の方法。
【請求項１３】
　請求項１０～１２のいずれかに記載の方法により得ることができる、パネルまたは缶。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、缶、缶用のパネル、およびそのようなパネルまたは缶を作るための方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　この発明に従った缶は、いわゆる開けやすい閉鎖部材を有するタイプのものであっても
よい。開けやすい閉鎖部材とは、１本以上の指を用いることにより、開けるための別個の
工具を必要とすることなく開口部が形成され得る、缶用の金属製閉鎖部材である。その程
度まで、缶には、缶のパネルに開口部を形成するためのタブが設けられている。タブはレ
バーとして機能する。タブは、消費者が１本以上の指で把持するための後方タブ部を含む
。タブをレバーとして用いることにより、タブは動かされ、それにより前方タブ部がパネ
ルに接触する。パネルには、パネル表面に形成された切目線により規定された開口部が設
けられている。傾斜した前方タブ部で切目線をポンと開けた後、パネルには切目線に沿っ
て開口部が形成される。所望すれば、切目線により囲まれたパネルの中央部は、タブを用
いて引きちぎられてもよい。したがって、開けやすい缶とは、開けるための別個の工具を
使う必要なく開口部が形成され得る缶である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　そのような缶は充填され、次に、開けやすいパネルを缶に継ぎ合わせるかはんだ付けす
ることにより閉鎖され得る。その後、充填された開けやすい缶は、加熱または冷却され、
包装および輸送用にさらに取扱われ得る。これは、突出したタブ部による妨害が実質的に
回避されるよう、タブ、特に後方タブ部が缶の範囲内（特に缶の継ぎ合わされた縁の内部
）に留まることを要する。この要件は、消費者が１本以上の指で把持するための後方タブ
部のアクセスしやすさについての要件に反している。
【０００４】
　したがって、パネルおよび缶の供給業者にとっての最適条件と消費者にとっての最適条
件とを組合せた缶用の開けやすいパネルを提供することについて、継続した要望がある。
【０００５】
　この発明は、その目的として、後方タブ部の下に最適な指の届きやすさを提供し、およ
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び／またはより少ない力で後方タブ部を持ち上げて缶に開口部を形成することを可能にす
る、缶およびそのような缶用のパネルを提供することを有する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　したがって、この発明は、パネルとパネルに接続されたタブとが設けられた本体を含み
、タブは、前方タブ部と、把持し傾斜させることにより、前方タブ部を用いてパネルにパ
ネル切目線に沿う開口部を形成するための後方タブ部とを有し、タブは、タブ－パネル接
続部の変形により傾斜位置にある、缶を提供する。
【０００７】
　この発明は、缶が消費者に入手可能となる前に、パネルの生産業者または缶の供給業者
によって開放手順の一部が行なわれ得る、という見識に基づいている。開放手順の開始部
分は、タブ－パネル接続部の弾性変形およびその後の塑性変形を経て、切目線がポンと開
くことに至り、その後、最初の開放および容器へのアクセスが起こる。缶が消費者に入手
可能となる前に行なわれ得るのは、ポンと開く直前に至るまでの開放手順のこの開始部分
である。明らかに、開放手順の始まりは、傾斜位置にあるタブが缶の生産および充填、な
らびに消費者への輸送を妨げないような程度で行なわれるべきである。さらに、タブの傾
斜を所望の程度まで行なうことにより、タブ－パネル接続部は、まず弾性的に、その後塑
性的に変形するであろう。これは、開口部をポンと開けるために消費者が加えるべき必要
な力の減少をもたらし、および／または、タブ－パネル接続部の弾性変形、およびその後
の塑性（永続的）変形が加えられることにより、タブは傾斜位置に留まる。
【０００８】
　一実施例によれば、変形は、タブ－パネル接続部のタブ部のみで起こる。別の実施例で
は、変形は、タブ－パネル接続部のパネル部のみで起こる。これら双方の実施例では、タ
ブは、継ぎ合わせ、はんだ付け、または接着によりパネルに直接接続されている。
【０００９】
　また、それに代えて、タブは構造的接続要素を介してパネルに接続され、変形はこの構
造的接続要素で少なくとも部分的に起こる。この構造的接続要素は、パネルの一体部分で
あってもよく、またはリベットなどの別個の構造的接続要素であってもよい。明らかに、
これらすべての実施例において、変形は、タブ部、パネル部、または構造的接続要素で起
こるだけでなく、タブ－パネル接続部またはアセンブリを形成する、タブおよびパネル、
またはタブ、構造的接続要素およびパネルのアセンブリにおいても起こることもあり得る
。
【００１０】
　一般のまたは標準的な生産および充填作業への妨害を避けるために、後方タブ部は缶の
範囲内にあることが好ましい。
【００１１】
　後方タブ部が凹んだパネル部の上方にある場合、タブが傾斜位置にある状態での後方タ
ブ部の指の届きやすさはさらに改良され得る。
【００１２】
　上述のように、開放手順の始まりは、タブ－パネル接続部の弾性変形およびその後の塑
性変形を経る。塑性変形は実質的に永続的である。しかしながら、弾性変形および塑性変
形は、タブ－パネル接続部の異なる部分で同時に起こり得る。タブの固定された傾斜位置
を有するために、タブ－パネル接続部の変形は少なくとも部分的に塑性変形を含むことが
好ましい。
【００１３】
　この発明の次の局面は、この発明にしたがったパネルを作るための方法に関する。この
方法は、パネルにタブを接続するステップと、その後タブを傾斜させ、それにより、タブ
が傾斜位置に留まるようタブ－パネル接続部を変形させるステップとを含む。一実施例に
よれば、傾斜させるステップは、（フックなどを用いた）引っ掛け、（レバーを用いるな
どによる）てこ作用、および／または（回転する螺旋状構造物を用いた）螺旋回転により
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行なわれる。これらすべての実施例において、その後の傾斜作業の実行のために、追加の
機械的要素が後方タブ部の下で把持している。
【００１４】
　別の実施例では、傾斜させるステップは、接着剤引張または磁気引張により行なわれる
、これら双方の種類の引張は、タブの下で把持してはいないものの少なくとも後方タブ部
の上面と接触する機械的要素を用いて起こる。接着剤引張では、機械的要素は、タブに対
する接着剤の作用により、一時的に接触して引張る。好ましいのは、磁力を用いる電磁石
を用いることなどによる磁気引張である。
【００１５】
　最後に、この発明は、この発明に従った方法で得ることができるパネルまたは缶に関す
る。
【００１６】
　パネル、缶、および作成方法の上述のならびに他の特徴および特性を、実施例を参照す
ることによりさらに例示する。実施例は例示的な目的のためにのみ異なっており、この発
明を少しでも限定するよう意図されてはいない。
【００１７】
　この点に関し、添付図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】傾斜位置にされたこの発明に従ったパネルが設けられた缶を作る際のステップの
断面図である。
【図２】傾斜位置にされたこの発明に従ったパネルが設けられた缶を作る際のステップの
断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は缶１を示す。缶１は本体２を含み、それに継目３を介して開けやすいパネル４が
接続されている。パネル４は、後方タブ部６と前方タブ部７とを有するタブ５を含む。
【００２０】
　タブ５は、構造的接続要素８を介してパネル４に接続されている。この要素８はパネル
４と一体であり、リベットの形を有する。リベット９は開口部１０に挿入され、広がった
上部１１により開口部に係止される。
【００２１】
　前方タブ部７には、パネル４に形成された切目線１３と共に動作可能なノーズ１２が設
けられている。後方タブ部を把持した後にタブ５を傾斜させることにより、ノーズは切目
線近傍の領域で接触し、十分な力を加えた後に、最終的にパネル４を切目線１３に沿って
ポンと開ける。
【００２２】
　図１に示す缶１は、この発明に従ったパネルおよび缶を生産するためのこの発明に従っ
た方法において使用される、中間の缶と考えられ得る。
【００２３】
　図２は、タブ５が例示され図示された傾斜位置にされた状態の、この発明に従った缶１
４を示す。
【００２４】
　好ましい生産方法によれば、電磁石１５が後方タブ部６と接触するようにされ、磁力の
下でタブ５が矢印１６に従って持ち上げられ、それにより、パネル４と後方タブ部６との
間に指アクセス部１７を生成した。
【００２５】
　楕円領域で体系的に示されたタブパネル接続部１９における変形１８により、タブ５は
この図示された傾斜位置に留まる。この傾斜は、どれもタブ－パネル接続部の一部を形成
する、タブ部２０、およびまたはリベット部２１、およびまたはパネル部２２の変形をも
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たらすことができる。タブ５、リベット９、およびまたはパネル４における変形は、少な
くとも部分的に塑性的である。なぜならそれは永続的変形であるためである。次にタブは
傾斜位置で固定される。
 
【００２６】
　なお、最後に、タブを傾斜位置にするためのこの発明に従ったステップは、開けやすい
パネルおよび缶の生産に使用される現在の装置で使用される修正されたまたは追加の工具
を用いて行なわれてもよい。そのような装置は、開けやすく変形するプレス機、充填され
た缶用のラベル貼り機、などを含む。明らかに、開けやすいパネルおよび缶の生産ライン
の可能などの領域においても、独立型の機械が使用され、挿入されてもよい。
【００２７】
　最後に、図２に示すように、後方タブ部６の下に凹んだパネル部２３がある場合、指の
届きやすさは最適に、さらには最大になる。

【図１】 【図２】
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